
○

証
券
会
社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
六
十
号
）

（
第
八
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
適
用
除
外
行
為
）

（
適
用
除
外
行
為
）

第
一
条

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
同
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
行
為
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

は
、
同
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
行
為
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
外
国
に
お
い
て
証
券
業
を
営
む

一

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
外
国
に
お
い
て
証
券
業
を
営
む

者
か
ら
売
買
の
別
（
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
売
買
の
別

者
か
ら
売
買
の
別
（
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
売
買
の
別

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
銘
柄
に
つ
い
て
同
意
を
得

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
銘
柄
に
つ
い
て
同
意
を
得

た
上
で
、
数
及
び
価
格
（
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
価
格

た
上
で
、
数
及
び
価
格
（
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
価
格

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
証
券
会
社
が
定
め

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
証
券
会
社
が
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
行
為

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
行
為

イ

当
該
証
券
会
社
が
、
外
国
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
総
株
主
の
議
決
権

イ

当
該
証
券
会
社
が
、
外
国
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
発
行
済
株
式
の
総

（
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
総
株
主
の
議
決
権
を
い
う

数
若
し
く
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
十
以
上
の
株
式
若
し
く
は
出
資
を

。
以
下
こ
の
条
（
ロ
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
十
以

自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法

上
の
議
決
権
に
係
る
株
式
若
し
く
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も

人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
子
会
社
」
と
い
う
。

つ
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
こ

）

の
条
に
お
い
て
「
外
国
子
会
社
」
と
い
う
。
）

ロ

当
該
証
券
会
社
が
、
外
国
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
総
株
主
の
議
決
権

ロ

当
該
証
券
会
社
が
、
外
国
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
発
行
済
株
式
の
総

（
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
ロ
に

数
の
百
分
の
五
十
以
上
の
株
式
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有



お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
十
以
上
の
議
決
権
に
係
る
株
式
を
自
己
又

さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
こ
の
条
に

は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
そ

お
い
て
「
外
国
親
会
社
」
と
い
う
。
）

の
他
の
団
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
親
会
社
」
と
い
う
。
）

ハ

当
該
証
券
会
社
の
外
国
親
会
社
が
、
外
国
の
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体

ハ

当
該
証
券
会
社
の
外
国
親
会
社
が
、
外
国
の
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体

の
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
以
上
の
議
決
権
に
係
る
株
式
若
し
く

の
発
行
済
株
式
の
総
数
若
し
く
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
十
以
上
の
株

は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け

式
若
し
く
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
し
て
い
る
場

る
当
該
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体

合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体

ニ

ハ
に
規
定
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
が
、
外
国
の
他
の
法
人
そ
の
他
の

ニ

ハ
に
規
定
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
が
、
外
国
の
他
の
法
人
そ
の
他
の

団
体
の
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
以
上
の
議
決
権
に
係
る
株
式
若

団
体
の
発
行
済
株
式
の
総
数
若
し
く
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
十
以
上

し
く
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に

の
株
式
若
し
く
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
し
て
い

お
け
る
当
該
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体

る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

２

前
項
第
一
号
に
お
い
て
、
当
該
証
券
会
社
及
び
そ
の
外
国
子
会
社
又
は
当
該

２

前
項
第
一
号
に
お
い
て
、
当
該
証
券
会
社
及
び
そ
の
外
国
子
会
社
又
は
当
該

証
券
会
社
の
外
国
子
会
社
が
、
外
国
の
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
総
株
主
の

証
券
会
社
の
外
国
子
会
社
が
、
外
国
の
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
発
行
済
株

議
決
権
の
百
分
の
五
十
以
上
の
議
決
権
に
係
る
株
式
若
し
く
は
出
資
を
自
己
又

式
の
総
数
若
し
く
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
十
以
上
の
株
式
若
し
く
は
出
資

は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
そ
の

を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の

他
の
団
体
も
、
ま
た
、
当
該
証
券
会
社
の
外
国
子
会
社
と
み
な
し
、
当
該
証
券

法
人
そ
の
他
の
団
体
も
、
ま
た
、
当
該
証
券
会
社
の
外
国
子
会
社
と
み
な
し
、

会
社
の
外
国
親
会
社
が
、
外
国
の
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
総
株
主
の
議
決

当
該
証
券
会
社
の
外
国
親
会
社
が
、
外
国
の
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
発
行

権
の
百
分
の
五
十
以
上
の
議
決
権
に
係
る
株
式
若
し
く
は
出
資
を
自
己
又
は
他

済
株
式
の
総
数
若
し
く
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
十
以
上
の
株
式
若
し
く
は

人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
そ
の
他

出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当

の
団
体
も
、
ま
た
、
当
該
証
券
会
社
の
外
国
親
会
社
と
み
な
す
。

該
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
も
、
ま
た
、
当
該
証
券
会
社
の
外
国
親
会
社
と
み

な
す
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）



（
禁
止
行
為
）

（
禁
止
行
為
）

第
四
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
九
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
四
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
九
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
「
令

六

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
「
令

」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
証
券
会
社
が
、
同
項
各
号

」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
証
券
会
社
が
、
同
項
各
号

の
募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
（
時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価

の
募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
（
時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価

格
に
よ
り
株
券
が
発
行
さ
れ
若
し
く
は
移
転
さ
れ
る
新
株
予
約
権
を
表
示
す

格
に
よ
り
発
行
す
る
新
株
の
引
受
権
を
表
示
す
る
新
株
引
受
権
証
券
（
以
下

る
新
株
予
約
権
証
券
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
時
価
新
株
予
約
権
証
券
」

こ
の
条
に
お
い
て
「
時
価
新
株
引
受
権
証
券
」
と
い
う
。
）
以
外
の
新
株
引

と
い
う
。
）
又
は
当
該
新
株
予
約
権
を
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権
付
社

受
権
証
券
、
時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
す
る
株
券
に

債
券
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
時
価
新
株
予
約
権
付
社
債
券
」
と
い
う
。

転
換
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
転
換
社
債
券
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
時

）
以
外
の
新
株
予
約
権
証
券
又
は
社
債
券
及
び
時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定

価
転
換
社
債
券
」
と
い
う
。
）
及
び
時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に

の
価
格
に
よ
り
発
行
す
る
優
先
出
資
証
券
（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出

よ
り
発
行
す
る
新
株
の
引
受
権
を
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
引
受
権
付
社
債
券

資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
に
規
定
す
る
優
先
出
資

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
時
価
新
株
引
受
権
付
社
債
券
」
と
い
う
。
）
以

証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
優
先
出
資
証
券
を
除
く
。
）
の
発
行

外
の
社
債
券
並
び
に
時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
す
る

者
が
発
行
す
る
株
券
（
時
価
新
株
予
約
権
証
券
の
募
集
（
令
第
一
条
の
四
第

優
先
出
資
証
券
（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成

一
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
に
規
定
す
る
優
先
出
資
証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ

じ
。
）
又
は
売
出
し
（
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
売

。
）
以
外
の
優
先
出
資
証
券
を
除
く
。
）
の
発
行
者
が
発
行
す
る
株
券
（
時

出
し
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
場
合
に
は
株
券
又
は
時

価
新
株
引
受
権
証
券
の
売
出
し
（
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価

価
新
株
予
約
権
証
券
、
時
価
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
募
集
又
は
売
出
し
の

証
券
の
売
出
し
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
場
合
に
は
株

場
合
に
は
株
券
又
は
時
価
新
株
予
約
権
付
社
債
券
）
又
は
優
先
出
資
証
券
で

券
又
は
時
価
新
株
引
受
権
証
券
、
時
価
転
換
社
債
券
の
募
集
（
五
十
名
以
上



、
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
お
り
、
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
（
法
第
七

の
者
を
相
手
方
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

十
六
条
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

）
又
は
売
出
し
の
場
合
に
は
株
券
又
は
時
価
転
換
社
債
券
、
時
価
新
株
引
受

同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
令
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

権
付
社
債
券
の
募
集
又
は
売
出
し
の
場
合
に
は
株
券
又
は
時
価
新
株
引
受
権

る
安
定
操
作
期
間
内
に
お
け
る
買
付
け
に
関
し
行
う
次
に
掲
げ
る
行
為

付
社
債
券
）
又
は
優
先
出
資
証
券
で
、
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
お
り
、

又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
（
法
第
七
十
六
条
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証

券
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て

、
令
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
安
定
操
作
期
間
内
に
お
け
る
買
付
け

に
関
し
行
う
次
に
掲
げ
る
行
為

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

七

安
定
操
作
取
引
又
は
そ
の
受
託
等
を
し
た
証
券
会
社
が
、
そ
の
最
初
に
行

七

安
定
操
作
取
引
又
は
そ
の
受
託
等
を
し
た
証
券
会
社
が
、
そ
の
最
初
に
行

つ
た
安
定
操
作
取
引
の
時
か
ら
前
号
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

つ
た
安
定
操
作
取
引
の
時
か
ら
前
号
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

当
該
安
定
操
作
取
引
に
係
る
有
価
証
券
に
つ
き
安
定
操
作
取
引
が
行
わ
れ
た

当
該
安
定
操
作
取
引
に
係
る
有
価
証
券
に
つ
き
安
定
操
作
取
引
が
行
わ
れ
た

旨
を
表
示
し
な
い
で
、
当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
が
発
行
す
る
株
券
、
時
価

旨
を
表
示
し
な
い
で
、
当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
が
発
行
す
る
株
券
、
時
価

新
株
予
約
権
証
券
、
時
価
新
株
予
約
権
付
社
債
券
若
し
く
は
優
先
出
資
証
券

新
株
引
受
権
証
券
、
時
価
転
換
社
債
券
、
時
価
新
株
引
受
権
付
社
債
券
若
し

に
つ
い
て
買
付
け
の
受
託
等
若
し
く
は
売
付
け
（
証
券
会
社
（
外
国
証
券
会

く
は
優
先
出
資
証
券
に
つ
い
て
買
付
け
の
受
託
等
若
し
く
は
売
付
け
（
証
券

社
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
買
付
け
の
受
託
等
又

会
社
（
外
国
証
券
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の

は
証
券
会
社
へ
の
売
付
け
を
除
く
。
）
又
は
当
該
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る

買
付
け
の
受
託
等
又
は
証
券
会
社
へ
の
売
付
け
を
除
く
。
）
又
は
当
該
有
価

有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
若
し
く
は
有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（

証
券
の
売
買
に
係
る
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
若
し
く
は
有
価
証
券
店
頭

オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
つ
て
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
つ
て
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ

者
が
こ
れ
ら
の
取
引
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
の
取

り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
こ
れ
ら
の
取
引
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を

得
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
つ
て
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使

取
得
す
る
も
の
の
取
得
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
つ
て
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行

を
し
た
者
が
こ
れ
ら
の
取
引
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も

使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
こ
れ
ら
の
取
引
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の

の
の
付
与
に
限
る
。
）
の
受
託
等
（
証
券
会
社
か
ら
の
受
託
等
を
除
く
。
）

地
位
を
取
得
す
る
も
の
の
付
与
に
限
る
。
）
の
受
託
等
（
証
券
会
社
か
ら
の



を
す
る
行
為

受
託
等
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為

八
～
十
四

（
略
）

八
～
十
四

（
略
）


